
株式会社Ａコープ西日本行動計画 

第４回 行動計画（令和２年 4 月 1 日～令和７年 3 月 31 日） 
【次世代法・女性活躍推進法 一体型】 

 
【行動目標】 

１．多様化する労働環境のなか、社員が能力を発揮し仕事と生活の調和を図り働きやすい  

職場環境の整備。 

労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間（健康管理時間）を令和元年度を基準

（100%とし）に毎年１０％ずつ改善削減目指し５年後は元年度の５０％を目指す。 

      

社員区分 令和元年度 令和６年度 削減時間：比率 

総合職 １９.３９h ９.７０h △9.69h：50％削減 

エリア職   １２.２５h    ６.１３h △6.12h：50％削減 

契約社員   １２.２２h    ６.１１h △6.11h：50％削減 

パート社員     ５.１８h     ２.５９h △2.59h：50％削減 

    

 ＜対策＞ 

   (1) 令和２年４月より 

時間外勤務が３０時間を超える場合は、本人と責任者（所属長）に対する通知・指

導を行う。 

(2) 令和３年４月より 

責任者（所属長）と業務内容、時間あたりの労働生産性を見直し、適正部署要員数

を確保し削減に努める。また、個人面談（年１回以上）を行い職場環境の改善に努

める。 

(3) 令和４年４月より 

有給休暇の連続取得を目指す。（３日以上） 

 

２．女性活躍推進法に基づく行動計画 －女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供－ 

   管理職（５等級係長）・準管理職（４等級主任）以上に占める女性の割合を１０％以上 

を目標とする。※正社員全体に占める女性の割合が２割程度と低い。 

区分 令和元年度 令和６年度 備考(正社員数) 

男性管理職 １４９名：92.5％ １５３名：90.0％ 203 名 

女性管理職  １２名： 7.5％  １７名：10.0％ 45 名 

                                 ※R2.3.31 現在 

 ＜対策＞ 

 (1) 令和２年４月より 

    女性労働者の積極的・公正な育成・評価に向けた上司のヒアリング 

  (2) 令和３年４月より 

  意欲と能力のある女性労働者の積極的発掘と登用、選抜した人材の集中的な育成 

                                                                          以 上 


